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三 

昨
年
十
二
月
八
旦
局
速
増
殖
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
火
災
事
故
が
起
き
同
日
十
九
時
四
十
七
分
火
災
検
知
器
が
鳴
っ
た
時
、 

一 
高
速
増
殖
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
事
故
に
つ
い
て
平
成
七
年
十
二
月
八
日
十
九
時
四
十
七
分
火
災
検
知
器
が
鳴
っ
て
か
ら
、
ま

た
十
九
時
四
十
八
分
「
2
次
主
冷
却
系
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
洩
」
警
報
が
鳴
っ
て
か
ら
二
十
三
時
十
三
分
ま
で
三
時
間
以
上
空
調

ダ
ク
ト
を
全
閉
し
な
か
っ
た
事
業
者
の
行
為
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
記
載
の
あ
る
事
故
原
因
及
び
防
止
対
策
の
（
XII
）
項
の
「
火
災
検
知
器
の
信
号
で

空
調
ダ
ク
ト
を
全
閉
と
す
る
」
と
い
う
規
定
に
違
反
し
て
い
る
の
か
、
違
反
し
て
い
な
い
の
か
明
確
な
国
の
見
解
を
問
う
。 

二 

昨
年
十
二
月
八
日
高
速
増
殖
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
火
災
事
故
が
起
き
同
日
十
九
時
四
十
七
分
火
災
検
知
器
が
鳴
っ
た
時
、

国
は
事
業
者
に
対
し
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
に
記
載
の
あ
る
事
故
原
因
及
び
防
止
対
策
の
（
XII
）
項
の
「
火
災
検
知
器
の
信
号
で
空
調
ダ
ク
ト
を
全
閉
と
す

る
」
と
の
規
定
を
守
ら
せ
る
監
督
責
任
が
あ
っ
た
か
、
無
か
っ
た
か
明
確
に
答
え
て
下
さ
い
。 

② 

動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一 

① 

事
業
者
は
法
律
上
ま
ず
何
を
す
べ
き
だ
っ
た
か
。 
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四 

高
速
増
殖
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
現
場
に
あ
る
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
の
運
転
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
内
容
は
国
の
監
督
責

任
の
範
囲
に
入
る
の
か
、
範
囲
外
な
の
か
。 

五 

昨
年
十
二
月
八
日
時
点
で
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
「
保
安
規
定
」
の
中
で
の
火
災
事
故
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
教
え
て
ほ
し
い
。 

六 

昨
年
十
二
月
八
日
の
高
速
増
殖
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
火
災
事
故
が
起
き
た
時
、 

② 

ま
た
そ
の
「
初
期
の
対
応
」
は
火
災
事
故
発
生
時
か
ら
お
お
よ
そ
何
分
位
ま
で
の
対
応
が
初
期
の
重
要
な
対
応
と
し
て

火
災
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
認
識
し
て
い
た
か
。 

① 

同
日
十
九
時
四
十
七
分
火
災
検
知
器
が
鳴
っ
た
時
の
初
期
の
対
応
が
大
変
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
の
認
識
を
監
督

者
と
し
て
の
国
（
科
学
技
術
庁
）
は
も
っ
て
い
た
か
。 

③ 
ま
た
昨
年
十
二
月
八
日
の
高
速
増
殖
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
火
災
事
故
の
時
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
記
載
し
て
あ
る
規
定
よ
り
優
先
し
て
守
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
法
律
上
の
決
め
ご
と
は
何
か
あ
る
の
か
。 

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
記
載
し
て
あ
る
規
定
を
守
る
義
務
を
も
つ
の
か
。 

四 

 



 

八 

国
（
科
学
技
術
庁
）
の
監
督
責
任
と
い
う
の
は
平
常
の
時
と
違
っ
て
昨
年
十
二
月
八
日
に
起
き
た
非
常
時
で
あ
る
高
速
増

殖
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
火
災
事
故
時
に
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第 

七 

昨
年
十
二
月
八
八
日
速
増
殖
炉
「
も
ん
じ
ゅ
」
の
火
災
事
故
が
起
き
同
日
十
九
時
四
十
七
分
火
災
検
知
器
が
鳴
っ
た
時
、

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
記
し
て
あ

る
炉
を
止
め
ダ
ク
ト
を
全
閉
す
る
と
い
う
決
め
ご
と
が
第
一
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
国
（
科
学
技
術
庁
）
は
も
っ
て

い
た
か
。 

④ 

ま
た
ど
ん
な
情
報
が
あ
っ
た
時
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
記
載
し
て
あ
る
特
に
ダ
ク
ト
を
火
災
事
故
発
生
時
か
ら
三
時
間
以
上
も
閉
め
な
い
で
い
い
と

の
判
断
が
出
て
く
る
の
か
国
（
科
学
技
術
庁
）
の
見
解
を
求
め
る
。 

③ 

国
（
科
学
技
術
庁
）
は
初
期
の
対
応
で
「
情
報
の
把
握
に
つ
と
め
た
が
な
か
な
か
情
報
の
把
握
が
出
来
な
か
っ
た
の
で

ダ
ク
ト
を
全
閉
す
る
と
の
指
示
は
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
に
し
な
か
っ
た
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
核

原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
「
火
災
検

知
器
が
鳴
っ
た
ら
炉
を
止
め
ダ
ク
ト
を
全
閉
す
る
」
と
あ
る
の
に
初
期
対
応
で
ど
ん
な
情
報
が
必
要
だ
っ
た
の
か
。 

五 

 



 

 

六 

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に
記
し
て
あ
る
「
初
期
の
対
応
と
し
て
炉
を
止
め
ダ
ク
ト
を
全
閉
す
る
」
と
の
記
載
事
項
を
実

行
さ
せ
る
結
果
責
任
を
事
業
者
と
は
別
に
監
督
責
任
者
と
し
て
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
担
っ
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
理

由
を
述
べ
て
ほ
し
い
。
国
（
科
学
技
術
庁
）
の
見
解
を
求
め
る
。 

右
質
問
す
る
。 


